
号

外

一�
令

和

元

年

六

月
二
十
八
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
希
少
野
生
生
物
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

環
境
企
画
課)

二
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
廃
棄
物
の
適
正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

廃
棄
物
対
策
課)

二

○
岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

環
境
管
理
課)

二

○
岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
同

)

三

○
岐
阜
県
ア
ス
ベ
ス
ト
の
排
出
及
び
飛
散
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

四

○
岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
基
本
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

同

)

四

○
岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

生
活
衛
生
課)
四

○
岐
阜
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

薬
務
水
道
課)

四

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
に
規
定
す
る
テ
レ
ホ
ン
ク
ラ
ブ
等
営

業
に
係
る
利
用
カ
ー
ド
の
規
制
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

生
活
安
全
総
務
課)

五

○
警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

五

○
岐
阜
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

同

)

五

( ) 令和元年６月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日



規

則

岐
阜
県
希
少
野
生
生
物
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
六
号

岐
阜
県
希
少
野
生
生
物
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
希
少
野
生
生
物
保
護
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
百
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
号
様
式
ま
で
、
別
記
第
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
八
号
様
式
ま
で
、

別
記
第
二
十
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
廃
棄
物
の
適
正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
七
号

岐
阜
県
廃
棄
物
の
適
正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
廃
棄
物
の
適
正
処
理
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
六

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中｢

工
業
標
準
化
法｣

を｢

産
業
標
準
化
法｣

に
、｢

日
本
工
業
規
格｣

を｢

日
本

産
業
規
格｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
、
別
記
様
式
第
一
号
の
二
、
別
記
様
式
第
一
号
の
四
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で

及
び
別
記
様
式
第
九
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
二
号
ま
で
の
規
定
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業

規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
八
号

岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
九
年

岐
阜
県
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
十
九
号

岐
阜
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
害
防
止
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
一
の
項
中｢
日
本
工
業
規
格｣

を｢

日
本
産
業
規
格｣

に
、｢

一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル｣

を

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和元年６月28日 ( )２
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｢
十
平
方
メ
ー
ト
ル｣

に
改
め
、
同
表
二
の
項
中

｢

二
〇
リ
ッ
ト
ル｣

を

｢

二
十
リ
ッ
ト
ル｣

に
、

｢
五
〇
リ
ッ
ト
ル｣

を｢

五
十
リ
ッ
ト
ル｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
一
の
表
備
考
二
中｢

日
本
工
業
規
格｣

を｢

日
本
産
業
規
格｣

に
改
め
、
同
表
備
考
三
中

｢

行
な
う｣
を｢
行
う｣

に
、｢

こ
え
な
い｣

を｢

超
え
な
い｣

に
改
め
、
別
表
第
三
二
の
表
備
考
二

二�
中｢

日
本
工
業
規
格｣

を｢

日
本
産
業
規
格｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
三
の
項
中｢
二
酸
化
い
お
う｣

を｢

二
酸
化
硫
黄｣

に
改
め
、
同
表
備
考
三
二�
中｢

日
本

工
業
規
格｣

を｢

日
本
産
業
規
格｣

に
改
め
、
同
表
備
考
三
三�
中｢

二
酸
化
い
お
う｣

を｢

二
酸
化
硫

黄｣

に
改
め
、
同
表
備
考
三
四�
及
び
六�
中｢

日
本
工
業
規
格｣

を｢

日
本
産
業
規
格｣

に
改
め
る
。

別
表
第
十
二
備
考
四
中｢

日
本
工
業
規
格｣

を｢

日
本
産
業
規
格｣

に
改
め
る
。

別
表
第
十
六
第
五
号
ニ
中｢(

昭
和
四
十
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
一
号)｣

を｢(

平
成
七
年
通
商

産
業
省
令
第
七
十
七
号)｣

に
改
め
、
同
表
付
表
一
二�
中｢

の
収
容
施
設｣

を｢

を
入
院
さ
せ
る
た
め

の
施
設｣

に
、｢

並
び
に
老
人
福
祉
法｣

を｢
、
老
人
福
祉
法｣

に
改
め
、｢

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム｣

の
下
に｢

並
び
に
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園｣

を

加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
備
考
四
中｢そ

の
｣

を｢､
そ
の
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
二
備
考
二
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
、
同
様
式
備

考
三
中｢そ

の
｣

を｢､
そ
の
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
備
考
四
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
五

中｢そ
の
｣

を｢､
そ
の
｣

に
改
め
、
同
様
式
別
紙
一
備
考
三
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業

規
格
｣

に
改
め
、
同
様
式
別
紙
二
中｢い

お
う
分
｣

を｢硫
黄
分
｣

に
、｢い

お
う
酸
化
物
｣

を｢硫

黄
酸
化
物
｣

に
改
め
、
同
様
式
別
紙
三
中｢い

お
う
酸
化
物
｣

を｢硫
黄
酸
化
物
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
、｢

(法
人
に
あ
つ
て
は
｣

を｢
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
備
考
四
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢､
日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考

五
中｢２

の
２
｣

を｢別
紙
２
の
２
ま
で
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
六
中｢そ

の
｣

を｢､
そ
の
｣

に

｢
｢

改
め
、
同
様
式
別
紙
一
中

を

に
改
め
、
同
様
式
別
紙
二
の
二
備
考
第
二
号
中｢図

｣
｣

面
表
等
や
む
を
え
な
い
｣

を｢､
図
面
､
表
等
や
む
を
得
な
い
｣

に
、｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢､
日

本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
備
考
二
中｢図

面
表
等
｣

を｢図
面
､
表
等
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
四
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
五
中｢そ

の
｣

を｢､
そ
の
｣

に
改
め

る
。別

記
第
八
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
一
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規

格
｣

に
、｢

(法
人
に
あ
つ
て
は
｣

を｢
(法
人
に
あ
つ
て
は
､
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
の
二
備
考
四
中｢さ

し
つ
か
え
な
い
｣

を｢差
し
支
え
な
い
｣

に
改
め
、
同
様

式
備
考
六
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
七
中｢そ

の
｣

を｢､

そ
の
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
号

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
号
様
式
ま
で
及
び
別
記
第
五
号
様
式
中

｢日
本
工
業
規
格
｣

を

｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
か
ら
別
記
第
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢第

15条
第
２
項
で
｣

を｢第
15条
第
２

項
に
お
い
て
｣

に
、｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
及
び
別
記
第
十
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
二

十
一
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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岐
阜
県
ア
ス
ベ
ス
ト
の
排
出
及
び
飛
散
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号

岐
阜
県
ア
ス
ベ
ス
ト
の
排
出
及
び
飛
散
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

岐
阜
県
ア
ス
ベ
ス
ト
の
排
出
及
び
飛
散
の
防
止
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
七
年
岐
阜
県
規

則
第
百
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢法

人
に
あ
っ
て
は
｣

を｢法
人
に
あ
っ

て
は
､
｣

に
、｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
基
本
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
二
号

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
基
本
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
地
球
温
暖
化
防
止
基
本
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢す

べ
て
｣

を｢全
て
｣

に
、｢日

本
工

業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
備
考
第
一
号
中

｢す
べ
て
｣

を

｢全
て
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中

｢日
本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
中｢設

計
事
務
所
等
｣

を｢､
設
計

事
務
所
等
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
百
五
十
四

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
備
考
及
び
別
記
第
五
号
様
式
備
考
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
四
号

岐
阜
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

平
成
二
十
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢日

本
工
業
規
格
｣
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を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
に
規
定
す
る
テ
レ
ホ
ン
ク
ラ
ブ
等
営
業
に
係
る
利
用
カ
ー
ド
の
規
制

等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
に
規
定
す
る
テ
レ
ホ
ン
ク
ラ
ブ
等
営
業
に
係
る
利
用
カ
ー
ド
の

規
制
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
に
規
定
す
る
テ
レ
ホ
ン
ク
ラ
ブ
等
営
業
に
係
る
利
用
カ
ー
ド
の
規
制

等
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
一
号
様
式
備
考
第
一
号
中｢記
入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
四
号
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
備
考
第
一
号
中｢記

入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
四
号
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
備
考
第
一
号
中｢記

入
｣

を｢､
記
入
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
二
号
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

警
備
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
備
業
法
施
行
細
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
備
考
及
び
別
記
様
式
第
二
号
備
考
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中｢平

成
｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
元
年
六
月
二
十
八
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

岐
阜
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
風
俗
案
内
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則

第
六
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢日

本
工
業
規
格
｣

を｢日
本
産
業
規
格
｣

に
改
め
る
。

附

則

( ) 令和元年６月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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